
石川県スポーツ推進条例（案）の概要 

 

 

第１ 条例の目的 

スポーツが健康の保持増進、子どもの健全な育成、地域社会の活性化、産業の振

興等に資することに鑑み、スポーツの推進に関する基本理念を定め、県の責務並び

に県民、事業者及びスポーツ団体の役割を明らかにするとともに、スポーツに関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって県民の心身の健全な発達及び活力ある地域社会の実現に寄与することを

目的とします。 

 

第２ 基本理念 

スポーツに関する施策は、次に掲げる事項を基本として推進されなければならな

いこととします。 

１ スポーツを通じて県民の心身の健康及び体力の保持増進が図られるとともに、

スポーツを行う者の安全の確保に必要な配慮が行われること。 

２ 全ての県民が生涯にわたってあらゆる機会とあらゆる場所において、その適性、

関心等に応じて、自主的かつ主体的にスポーツに親しむことができ、その価値及

び意義を実感できること。 

３ スポーツを通じて、子ども（18歳未満の者をいう。）の心身の成長の過程にお

ける体力及び運動能力の向上が図られるとともに、社会性、規範意識、フェアプ

レーの精神等を養い、豊かな人間性を育むものであること。 

４ 障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及

び程度に応じて必要な配慮及び支援が行われること。 

５ 県内に活動の拠点を置き、又は現に居住し、若しくは居住していたスポーツ選

手（以下「県のスポーツ選手」という。）の育成、指導者の確保及び養成等によ

りスポーツに関する競技水準（以下「競技水準」という。）の向上が図られるこ

と。 

６ 県民が身近にスポーツに親しむとともに、スポーツ活動（スポーツを行い、観

覧し、県のスポーツ選手及び県内に活動の拠点を置くスポーツチームを応援し、

並びにスポーツに対し幅広く支援を行うことをいう。以下同じ。）の充実が図ら

れるよう、スポーツ施設（スポーツの設備を含む。以下同じ。）の整備その他の

環境の整備が行われること。 

７ 地域の特性を活かしたスポーツを通じて、県民がその居住する地域において、



全ての世代の人々の交流が促進されるとともに、当該地域以外の地域との交流が

促進されることにより、地域社会の活性化及び産業の振興が図られること。 

８ スポーツ活動に参加する気運が醸成され、県民の一体感が高められること。 

 

第３ 県の責務 

  県は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るものとし、市町及びスポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする

団体（以下「スポーツ団体」という。）が行うスポーツの推進に関する取組並びに

県民及び県内において事業活動を行う者（スポーツ団体を除く。以下「事業者」と

いう。）が行うスポーツ活動に対し、助言、情報の提供その他必要な支援を行うよ

う努めるものとします。 

 

第４ 県民及び事業者の役割 

  県民及び事業者は、基本理念にのっとり、スポーツが持つ県民生活及び地域社会

における意義についての理解を深め、スポーツの推進に自主的かつ主体的に取り組

むよう努めるとともに、地域におけるスポーツの発展に積極的な役割を果たすよう

努めるものとします。 

 

第５ スポーツ団体の役割 

  スポーツ団体は、基本理念にのっとり、スポーツの推進に関する施策に理解を深

め、スポーツの普及及び競技水準の向上に主体的かつ積極的に取り組むよう努める

ものとします。 

 

第６ 相互の連携 

県、県民、市町、スポーツ団体及び事業者は、スポーツの推進を図るため、相互

の連携に努めるものとします。 

 

第７ 推進計画 

  知事は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツ

基本法（以下「法」という。）第10条第１項に規定する地方スポーツ推進計画（以

下この条において「推進計画」という。）を策定するものとします。 

推進計画には、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本

的な事項その他必要な事項を定めるものとし、知事は、推進計画を策定しようとす

るときは、県民の意見が適切に反映されるよう必要な措置を講ずるものとします。



また、推進計画を策定したときは、知事は、遅滞なく、これを公表するものとしま

す。 

知事は、推進計画の実施状況を議会に報告するとともに、これを公表するものと

します。 

 

第８ 県民参加の促進 

県は、市町、スポーツ団体及び事業者と連携し、スポーツに対する県民の関心と

理解を深め、年間を通じて県民のスポーツ活動への参加を促進するよう努めるほか、

スポーツの推進を図るため、県民がスポーツ活動に参加する気運が醸成され、県民

の一体感が高められるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 

県は、県民のスポーツ活動への参加を促進するため、総合型地域スポーツクラブ

をはじめとする地域スポーツクラブ（地域において県民が自主的かつ主体的に運営

するスポーツ団体をいう。）を育成し、及び支援するなど地域におけるスポーツ活

動の推進に努めるとともに、法第24条に規定するスポーツ・レクリエーション活動

を普及するなど県民が気軽にスポーツ活動を行う環境の整備に必要な施策を講ずる

よう努めるものとします。 

 

第９ 健康の保持増進 

県は、県民のスポーツ活動を通じた健康の保持増進を推進するため、市町、スポ

ーツ団体及び事業者と連携し、スポーツ活動に関する適切な情報の提供その他必要

な施策を講ずるよう努めるものとします。 

 

第10 生涯にわたるスポーツ活動の推進 

  県は、全ての県民が、生涯にわたって、年齢、性別を問わず、体力、技術、興味、

目的等に応じて、スポーツ活動に参加することができるよう、市町、スポーツ団体

及び事業者と連携して、その機会の提供その他必要な施策を講ずるよう努めるもの

とします。 

 

第11 女性のスポーツ活動の充実 

県は、女性のスポーツ活動を推進するため、市町、スポーツ団体及び事業者と連

携して、女性がスポーツ活動に参加しやすい環境の整備、スポーツ活動に参加する

機会の提供その他必要な施策を講ずるよう努めるほか、女性のスポーツ選手の身体

的特性に鑑み、医学的な知識が普及されるよう必要な施策を講ずるよう努めるもの

とします。 



第12 子どものスポーツ活動の充実 

県は、子どものスポーツ活動を推進するため、学校、スポーツ団体、家庭及び地

域住民と連携して、子どもがスポーツに参加しやすい環境の整備、スポーツ活動に

参加する機会の提供その他必要な施策を講ずるよう努めるものとします。 

 

第13 学校におけるスポーツ活動の充実 

 県は、学校における体育、運動部活動等のスポーツ活動の推進を図るため、スポ

ーツに関する教員の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者の活用その他必要

な施策を講ずるよう努めるものとします。 

 また、県は、これらの施策を講ずるに当たっては、学校における体育、運動部活

動等が全ての地域において等しく行われるよう、必要な施策を講ずるよう努めると

ともに、学校の施設内における活動に加え、学校の施設以外の場所における活動に

おいても事故防止その他安全の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるよう努め

るものとします。 

 

第14 障害者のスポーツ活動の推進 

 県は、障害者のスポーツ活動を推進するため、市町、スポーツ団体及び事業者と

連携して、その障害の種類及び程度に応じたスポーツ活動に参加する機会の提供、

安全の確保その他の環境の整備並びに障害者のスポーツに関する普及啓発その他必

要な施策を講ずるよう努めるものとします。 

 

第15 競技水準の向上 

 県は、県のスポーツ選手がオリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その

他の国際的な規模のスポーツの競技会又は国民体育大会その他の全国的な規模のス

ポーツの競技会（以下「競技会」という。）において優秀な成績を収めることがで

きるようにするため、県のスポーツ選手及びその指導者の計画的な育成、事業者、

大学等が行うスポーツに対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとし

ます。 

また、県は、次代を担うスポーツ選手の発掘及び育成を図るため、スポーツ団体

及び学校と連携して、幼児期から青年期までの子どもの発達段階に応じた育成のた

めの環境の整備その他必要な施策を講ずるよう努めるほか、スポーツ選手の心身の

健康の保持、スポーツによる事故の防止その他安全の確保を図るため、医学、生理

学、心理学等のスポーツに関する諸科学の活用の促進、ドーピングの防止等必要な

施策を講ずるよう努めるものとします。 



第16 人材の育成 

県は、優秀な成績を収めた県のスポーツ選手及びその指導者等が、その有する能

力を幅広く地域社会に生かし、並びに、その技術及び経験を県内のスポーツ選手に

還元することにより、次代のスポーツ選手を育成する体制の構築に努めるものとし

ます。 

 

第17 施設の整備等 

県は、県民のスポーツ活動の場の充実を図るため、市町と協力して、スポーツ施

設の整備及びその有効な活用について必要な施策を講ずるよう努めるものとし、こ

れらの施策を講ずるに当たっては、安全の確保及び障害者等の利便性の向上に配慮

するよう努めるとともに、必要に応じて、法第２条第６項に規定する国際競技大会

の開催が可能なスポーツ施設の整備に努めるものとします。 

県は、県が設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を県

民のスポーツ活動の場として有効に活用することができるよう配慮するものとしま

す。 

 

第18 スポーツを通じた地域の活性化 

県は、スポーツを通じて地域における交流人口の拡大を促進し、地域の活性化を

図るため、地域の特性に応じた取組への支援、県のスポーツ選手等と県民との交流、

スポーツイベントの開催、競技会及び合宿の誘致その他必要な施策を講ずるよう努

めるほか、スポーツに関連する地域産業の振興など地域経済を活性化するため、必

要な施策を講ずるよう努めるものとします。 

 

第19 顕彰 

県は、スポーツで顕著な成果を収めた者及びスポーツの推進に寄与した者の顕彰

に努めるものとします。 

 

第20 財政上の措置 

県は、スポーツに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとします。 


